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おわりに

はじめに

本稿は、OECD事務局が、２００１年に出した公

益事業の構造分離勧告（“Restructuring Public

Utilities for Competition"）のバックグランド・

ノートとして公表したアクセス料金理論を紹介し、

それに簡単な論評を付すものである。

問題の構造分離勧告では、構造規制とアクセス

規制は相互補完的に関係にあるが、アクセス規制

に重点を置いた規制には限界がある、垂直分離な

どの構造規制に重点を移すべきであるとの主張が

なされている。では、アクセス規制の限界とは何

か、それに答えたのが、このバックグランド・

ノートである。先の報告書は、構造規制とアク

セス規制を相互補完的な関係にあるとしながらも、

他面で、規制改革上、両者は反比例的な関係にあ

るとも指摘している。構造分離を推進できるなら

ばアクセス規制は緩和してよい、あるいはアクセ

ス規制を強化できるならば構造分離はあえて選択

しなくともよいとのシグナルを送っているわけで

ある。そうなると問題になるのは、アクセス規制

の強化の是非ということになる。実際、アクセス

規制はどの程度困難なのであろうか。

過去２０年にわたる規制緩和の結果、自然独占と

呼ばれてきた公益事業にも競争が導入され、規制

改革の波が押し寄せるに至った。ここでは、いわ

ゆるボトルネック独占の問題が競争促進上解決さ

れなければならない課題として急浮上し、オー

プン・ネットワーク政策との関連で、接続条件

アクセス料金：ＯＥＣＤの理論と政策（上）
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の決定をめぐる問題が、規制当局の直面する最大

の問題となった。接続条件がどう決定されるかで、

新規参入者および既存事業者の財務状態が大きく

変わることからも明らかのように、競争の進展は

ひとえに接続条件にかかっているといってよい。

この問題に公共政策上の一大関心が寄せられたの

も無理はないのである。

だが、接続問題は複雑であり、その現実を反映

してアクセス料金の経済理論モデルもこの間急速

に複雑さを増してきている。分析のマネジアビリ

ティを維持するため、そうしたモデルは共通して

かなり制限的な仮定を設けている。それにもかか

わらず、双方向のアクセス料金モデルについては

いまだ一般的なモデルは開発されていない。いわ

ばいずれのモデルも特殊なモデルといってよく、

そこから一般的な結論を引き出すのは困難な状況

にある。OECD事務局（競争部会）は、こうし

た理論状況を踏まえたうえで、一方向モデル、双

方向モデルを検討し、そこから興味深い論点を引

き出している。ノートは、アクセス料金の理論を、

一方向モデルと双方向モデルに分けた上で、�そ

こで有効な規制原理を探り、�それをアクセス料

金問題に適用し、さらに �先進国の電気通信分

野におけるアクセス料金規制の実際と対比させる

というユニークなアプローチを採っている。早速、

その紹介に移ろう。ただし、ノートはもっぱらア

クセス料金に焦点を当てており、アクセス問題が

有する他の側面（アクセス・サービスの質、容量）

については捨象している。

Ⅰ．一方向モデルにおけるアクセス料金

第一部「一方向モデルのアクセス料金」の内容

紹介から入ろう。ここでは、競争的な企業ないし

ネットワーク（以下、ネットと略す）は独占企業

から「不可欠中間投入財」（＝アクセス財）を購

入しなければならないが、逆方向での購入はない

ものと仮定する。したがって、ここでの規制当局

の仕事は、この中間投入財を含めたさまざまな

サービスの価格を効率的に選択するよう、独占

企業を誘導することである。

ノートは、まず、独占企業が上流に位置し、下

流のライバル企業に中間投入財を提供する状態を

想定する。下流の競争的な企業はそれを用いて消

費者に「最終財」を供給することになる。もちろ

ん、独占企業自身も下流で最終財を販売しており、

ライバル企業と競争状態にあるものと想定する。

ついで、一単位の最終財を生産するのに一単位の

中間投入財が必要であると仮定する（⇒１：１対

応）。この市場構造は、図１に描かれている。す

ると、ここでのアクセス料金の決定原理は、本質

的に、自然独占の効率的価格設定に関する規制原

理を応用したものにほかならなくなる。それゆえ、

ノートはまず自然独占の価格設定原理の検討から

分析を開始する。

図１　一方向アクセス問題の市場構造
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Ａ．自然独占の効率的な価格設定原理

ここでノートは、７つの規制原理を採り上げて

いる。まず、自然独占企業の費用構造が知られて

おり、それが生産する一連の財への需要が各財の

価格と他の補完財ないし代替財の価格に依存して

いるケースを想定する。ここで規制当局が直面す

る問題は、独占企業が供給する一連の財に対し、

さまざまな制約下で、全般的に経済厚生（消費者

余剰＋生産者余剰―補助金調達に要する社会的コ

スト）を最大化する価格セットを発見することで

ある。

効率的な価格セットを誘導する要因のなかで重

要なのは、規制当局が利用できる政策手段および

情報の集合と規制当局が独占企業に課すことがで

きる制約である。効率的な価格セットは、規制当

局（ないし企業）がいかに精妙に最終消費者に対

して価格差別を行なうことができるかどうかに、

また一般税や補助金といった公共政策手段を利用

できるかどうかにかかっている。価格差別を精妙

にできれば、また自由に利用できる政策手段が多

ければ、それだけ良い結果がでる。また、それは

独占事業者に課される制約（収支均衡、均一価格

など）にも依存している。

まず注目すべきは、規制当局は、独占企業のさ

まざまな財の価格を限界費用に等しく設定するこ

とで総厚生を最大化できるということである。

原理１：（限界費用価格設定）限界費用価格で

得られる収入により総費用を賄えるよう

であれば、もしくは赤字が生じても総厚

生に影響を与えないようなやり方で補填

が可能ならば、各サービスの効率的な価

格はその限界費用に等しい。

実際には、公益事業のある種の財の価格は、他
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の公共政策上の目的を追求するような仕方で選

択・決定されている（価格の地理的な均一性など）。

もしある財の価格がそのために限界費用から乖離

するようなことがあれば、それは残りのサービス

価格の効率的な選択・決定にも影響を及ぼすこと

になる。ある財の価格が限界費用を上回る水準に

設定される場合、経済効率性は、〈他の条件が等

しい限り〉、代替財の価格も限界費用を上回る水

準で維持されるべきことを要求する。完全な代替

関係にある二つの財は同一の価格を有さなければ

ならない。こうした関係が維持されないと、高い

値をつけられた財から低い値をつけられた財に向

け需要のシフトが生じ、価格変更圧力が働くこと

になる。こうした代替効果はアクセス料金を検討

するうえで重要である。

原理２：（財の間の代替効果）財の価格のいく

つかが限界費用から乖離している場合、効率

的な価格セットであるためには、その補完財

ないし代替財の価格も限界費用から乖離して

いなければならない（代替財については同一

の方向で、補完財については反対の方向で）。

ボックス１．代替財の効率的な価格設定

いま相互に代替財、補完財をなす２つの財が

あり、第２財は限界費用とは異なる価格水準で

固定されていると想定しよう。このとき、厚生

水準を維持する第１財の価格とはどのような価

格であろうか。第１財を追加単位販売したとき、

価格を一定に維持するために第２財の販売量を

どの程追加ないし控除しなければならないかを、

検討してみよう。代替財ならば、第１財の追加

販売は、第２財の価格を引き下げるため、価格

を一定に維持するには、第２財の販売量は減ら

されなければならない。逆に、補完財ならば、
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たいていの公益事業は、限界費用で価格を設定

すると、総費用を回収できるだけの収入をあげる

ことはできない。総費用を回収するため、価格を

限界費用以上に引き上げる必要が生じる場合、効

率的な価格はラムゼイ価格の公式によって与え

られる。

原理３：（ラムゼイ価格）赤字解消のための資

金調達に社会的コストがかかる場合には、一

般に価格水準は限界費用を上回る水準に引き

上げられなければならない。個々の価格が引

き上げられる率はそうした財の価格（超）弾

力性に依存する（＝反比例ルール）。同時に、

財の間の代替関係を維持するためには、補完

財ないし代替財であるという、財の相対的な

地位を維持しなければならない。ある財の価

格が引き上げられたら、その代替財の価格は

引き上げられなければならず、補完財の価格

は引き下げられなければならないのである。

第２財はより大量に販売されなければならない。

σを第２財の価格を一定に維持するために必

要な第２財の追加販売単位の削減値とする。す

ると、代替財ならば、σ＞０、補完財ならば、
σ＜０、いずれでもなければ、σ＝０という
ことになる。ここで、ｐ１、ｐ２、ｃ１、ｃ２を第１

財、第２財の価格および限界費用としよう。す

ると、第１財の追加単位の販売は厚生をｐ１－ｃ１

だけ増大させ、それに伴う第２財の販売量の減

少はσ（ｐ２－ｃ２）だけ厚生を減少させるので、
全体としての厚生効果は、ｐ１－ｃ１－σ（ｐ２－
ｃ２）となる。ｐ１が厚生水準を維持する価格で

あるためには、価格はこの等式がゼロとなると

ころで与えられなければならないので、ｐ１＝

ｃ１＋σ（ｐ２－ｃ２）となる。要するに、第２財
の価格が限界費用と異なれば、第１財の価格も、

代替財ならば同じ方向で、補完財ならば反対方

向で、限界費用とは異なることになる。完全代

替財で（σ＝１）、両財の限界費用が同一なら
ば、ｐ１＝ｐ２となる。

ボックス２：ラムゼイ価格設定の一例

独占企業が２財をゼロ限界費用で生産し、そ

れに要する共通固定費用を５００㌦であると想定

しよう。消費者の財Ａへの最高支払意思額は

１０㌦、財Ｂへの最高支払意思額は２㌦であり、

彼は最高価格以下ならば財Ａを５０単位購入、財

Ｂを１５０単位購入するものとしよう（図を参照）。

ラムゼイ価格の問題とは、独占企業に収支均衡

（このケースでは５００㌦の固定費用の回収）を可

能にするという条件下で、消費者余剰を最大化

する価格セットを発見することである。

まず、共通マークアップ（限界費用がゼロな

ので共通価格になる）の利用を考えてみよう。

すると、この場合には唯一の共通価格は１０㌦で

あり、財Ａだけが販売され、収入は５０×１０＝

５００㌦になる。この価格では、独占企業は固定

費用を回収できるが、消費者余剰はゼロである。

これはベストな価格ではない。財Ｂの価格を

２㌦まで引き下げて、財Ａの価格を４㌦に下げ

たらどうであろうか。この場合には、総収入は

２００㌦＋３００㌦＝５００㌦となり、しかも消費者余

剰は３００㌦（６×５０）となる。これは効率的な

価格といえる。より弾力値の高い財（＝財Ｂ）

の価格を引き下げることで、その財を固定費用

の回収に貢献させ、他の弾力値の低い財（＝財

Ａ）の価格引き下げを誘うのである。

消費者の財Ａへの最高支払意思額が９㌦であ

る場合にはどうであろうか。独占企業は、この

ケースでは、共通マークアップの利用を強制さ
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ラムゼイ価格は限界費用を超える価格となるの

で、配分効率のロスが生まれる。その支払意思額

が限界費用価格を超えているものの、ラムゼイ価

格に達しない消費者は購入を思いとどまるからで

ある。この効率性ロスは、価格差別（顧客別、地

理別、時間帯別、購入量別など）を用いることで

ある程度解消できる。価格差別は販売されるサー

ビスの範囲を拡大する。

原理４：（価格差別）価格差別が可能ならば、

それを行うほうが効率的である。いわば２

部・多部料金の利用、ピグーのいう第２次・

第３次の価格差別は一般に効率的である。価

格差別は、理論的には、購入される財の範囲

の拡大を意味する。ラムゼイ価格の場合と同

一の公式が、こうした財の価格づけにも適用

される。

だが、価格差別はいつでも可能なわけではない。

規制当局（ないし企業）が差別に必要な情報（顧

客層、時間帯、地理、購入量など）を持っている

ときにのみ、また再販を防止できるときにのみ可

能となる。だが、たとえ価格差別が可能であって

も、代替財ないし補完財にも価格差別が行われな

ければ、その実行は妨害される。もしすべての階

層が代替財を利用できれば、より高い価格を提示

れた場合には存続できない。存続するには価格

差別の形態をとらざるをえない。最後になるが、

規制当局は、独占企業に、プライスキャップの

制約下、自由に価格選択を許すことで効率的な

価格体系を誘導できる。

財Ａの需要曲線�

財Ｂの需要曲線�

価格�

数量�

＄10

＄2

50 150

ボックス３：価格差別の一例

ボックス２と同じ仮定に立つが、ここでは二

つの消費者階層が存在し、５０人の階層Ａは価格

が１０㌦以下ならば財を１単位購入し、１５０人の

階層Ｂは価格が２㌦以下ならば財を１単位購入

すると想定しよう。独占企業が階層を区別でき

なければ、収支均衡を可能にする唯一の価格は

１０㌦ということになる（１０×５０＝５００㌦）。しか

し、区別できれば、両財の価格をそれぞれ４㌦、

２㌦まで引き下げることができる。ここでは、

ｐ１＋３ｐ２＝１０かつｐ２≦２であるかぎり、いか

なる価格ペア（ｐ１、ｐ２）も効率的である。

階層Ａと階層Ｂでは購入量が異なるというよ

うに問題を変えてみよう。例えば、階層Ａと同

様、階層Ｂも５０人しかいないが、いずれの階層

の消費者も価格が２㌦以下ならば３単位購入す

ると想定しよう。この場合にも独占企業は非線

形価格で二つの階層を差別できる。例えば、最

初の消費単位には４㌦、それ以降の消費単位に

は１㌦を課すことができるのである{４×５０＋

２×１５０＝５００㌦}。さらなるオルタナティブと

して、固定料金２㌦、使用料金１㌦という２部

料金を課すやり方もある{２×（５０＋５０）＋２×１５０

＝５００㌦}。ここでは独占企業は消費者階層を区

別する必要はなく、すべての消費者に同一の料

金体系を提示すれば足りる。
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された消費者は代替財に向かうことになろう。ア

クセス料金設定を考える場合にも、このことは重

要である。

原理５：（価格差別と代替財）被規制企業が価

格差別をどの程度利用できるかは、当該財だ

けではなく、その代替財に関して価格差別が

どの程度実行可能であるかにかかっている。

二つの財に緊密な代替関係があり、一つの財

では価格差別が可能だが、もう一つの財では

それが不可能な場合、効率的な価格設定は必

然的に価格の引き上げか、価格差別が不可能

な財の販売からの撤退を含意することになろ

う。

独占企業の価格が高ければ、下流の企業（ない

し独占企業の顧客グループ）は独占企業から中間

投入財を購入するより、自らそれを生産するであ

ろう。中間投入財市場へのこうした「新規参入」

は、独占企業がそれを生産する場合に比べ、より

高いコストを発生させるかもしれない。効率的な

価格を維持するには、非効率な参入が起こらない

ようにしなければならないわけだが、その対策と

してある種の財に対し上限価格を設定するという

方法がある。だが、新規参入は収入が単独採算コ

ストを超えるときにはいつでも起こるので、実際

には他の効率性原理を満たしながら参入を阻止す

るのは困難である。例えば、ラムゼイ価格ではあ

る財の価格は単独採算コストを上回るかもしれな

いが、その場合効率的なラムゼイ価格の設定と新

規参入の防止を同時に行うのは不可能である。

こうした目標の対立は、新しい政策手段を導入

することで、とくに独占企業が設定する価格と消

費者が直面する価格の間の楔を入れることで、解

決できる。そのための有力な手段が、ある特定の

財の購入に対する課税である。この税金は、下流

の企業が自分で中間投入財を生産しようと独占企

業から購入しようと、それを購入するすべての消

費者に対し課されることになる。この税で、独占

企業は価格を引き下げることができるが（単独採

算費用を下回る独占価格）、消費者が直面する効

率的な価格体系は従来通り維持されることになる。

原理６：（参入ないしバイパス規制）他の企業

にも中間投入財の生産が可能である場合（た

だし、独占事業者よりも高いコストで）、ア

ボックス４：価格差別と代替財の一例

ボックス３と同じ仮定に立つ。いま、独占企

業は第１財の完全代替財となるもう一つ別の財

を生産するが、この財は価格差別が不可能で、

線形価格でしか販売されないと想定しよう。す

ると、ボックス３で見たように、一意的な効率

的価格セットは存在しないことになる。階層Ａ

に７㌦、階層Ｂに１㌦で販売するのも効率的で

あるし、階層Ａに４㌦、階層Ｂに２㌦で販売す

るのも効率的である。このケースでは、代替財

の価格が下がれば下がるほど、効率的な価格の

成立する範囲は狭まっていく。なぜなら、代替

財の価格は、より高い価格で財を購入する、そ

ういう消費者（ここでは階層Ａ）に販売される

財の価格の上限を表示しているからである。代

替財の価格が４㌦未満になると、独占企業はも

はや固定費用を回収するに足る収入を得られな

くなる。階層Ｂは最大３００㌦（２×１５０㌦）の収

入しか独占企業にもたらさないからである。こ

れを理解するためには、代替財の価格が４㌦未

満になる事態を想定すればよい。階層Ａは５０人

なので、彼らがその価格で財を購入しても２００㌦

には達しないのである。



だが、ラムゼイ価格は実際的ではない。ラムゼ

イ価格の計算には、多数の財の需要曲線とその相

互関係について、またそうした財の費用構造につ

いて膨大な情報量が必要とされるからである。こ

の点では、企業のほうが規制当局よりも大量かつ

良質な情報を持っている可能性が高い。したがっ

て、規制当局は、サービス・バスケットの｢平均｣

価格に上限を設けるといった制約を課しつつ、

個々の価格設定権を企業に委譲し、企業が持って

いる情報を有効利用するほうが賢明である。これ

がプライスキャップの考え方だが、それは当然ア

クセス料金の設定にも適用できる。

だが、プライスキャップの使用は情報量を削減

するものの、完全に情報を不要とするわけではな

い。また、その使用上の問題もある。例えば、

「平均価格」を計算する際、規制当局はどの程度

のウェイトを各価格に割当てるかを決定しなけれ

ばならないが、ウェイト（通常、販売量に比例し

て設定される）に関する情報は結果が出るまで利

用できないのである。

原理７：（プライスキャップ）規制当局は、

個々の価格設定権を被規制企業に委譲するこ

とで必要とする情報量を減らすことができる

が、同時にウェイトづけされた平均価格があ

る一定のレベルを超えないように企業に求め

なければならない。もしウェイトが正しく設

定されれば、企業は効率的なレベルで価格を

設定するために自分が持っている情報を利用

することになろう。だが、正しいウェイトづ

けは困難であるかもしれない。加えて、価格

差別が、ある種の財では可能だが、代替財で

は不可能な場合、プライスキャップに制約さ

れた企業は代替財の生産から撤退する道を選

択するかもしれない。
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クセス料金の設定に際し、参入ないしバイパ

ス規制を考慮しなければならない。ある財の

グループからの収入が高ければ高いほど、そ

れに向けた参入は起こり易くなるので、そう

した参入の可能性に対しては、そこで得られ

る収入に一定の制約を課す必要がある。非効

率な参入ないしバイパスが行われる可能性は、

そうした財を享受する消費者に課税をするこ

とで、除去することができる。課税により、

独占事業者は参入を誘発しないレベルまでア

クセス料金を引き下げることができる。また

同時に、税により最終財に支払われる総額も

最終財価格の相対的かつ絶対的なレベルを正

しく反映することになる。

ボックス５：参入規制の一例

先のボックスの例に戻ろう。いま、顧客グ

ループに限界費用３．５０㌦で財Ａを生産する可能

性があると想定しよう。先の例で見たように、

独占企業が財Ａに課すことができ、固定費用を

回収できる最低価格は４㌦なので、もし他の政

策手段がなければ、顧客グループは独占企業に

とって非効率な参入を行い、独占企業は操業停

止に追い込まれることになろう。

ここで、財Ａを購入するすべての消費者に課

金することができると想定しよう。もし、例え

ば１㌦の課金が設定されれば、財Ａの価格は

３㌦まで引き下げることができよう。そうなれ

ば消費者は参入をあきらめ、オルタナティブの

生産資源を探さなくなろう。また、この税収入

が独占企業に渡されれば、独占企業も収支均衡

を達成できることになる。



Ｂ．アクセス料金の規制原理

ノートは、以上の７つの原理を確認したうえで、

それをアクセス料金問題に適用する。ただし、こ

こでもいくつかの仮定を置いている。まず、下流

の産業は完全競争市場であると仮定する。すなわ

ち、独占企業は、ライバル企業への販売と最終消

費者への販売を何ら区別せず、下流の産業をあた

かも「最終顧客」であるかのように扱うことにな

る。すると、アクセス料金の問題は自然独占の効

率的な価格設定問題に還元されるため、上述の諸

原理は無修正で適用が可能となる。

アクセス財は、それを使って最終財を生産する

下流の企業に販売される。したがって、アクセス

財への需要は、それを使って生産する最終財

（「（アクセス）対応型の最終財」）にどの程度の需

要があるかによって決定される。以下では、（ア

クセス）対応型の最終財を購入する消費者を

「（アクセス）対応型の最終財消費者」と呼ぶこと

にする。

さて、上の原理を適用するとき問題となるのは、

（アクセス）対応型の最終財が、独占企業の最終

財の代替財になることである。この事実に着目す

るかぎり、一方向のアクセス料金問題は、本質的

に、自然独占の価格規制の標準的な問題となる。

第一に、総費用を回収する必要がない場合、効率

的なアクセス料金はアクセス財の限界費用に等し

くなる（補論の等式�を参照）。

原理１（再）：収支均衡などの制約がなければ、

独占企業のアクセス料金（および最終財価格）

は限界費用に等しく設定されるべきである。

こうした料金設定は、輸送分野などではめずら

しくない（例えば、鉄道分野における軌道インフ

ラのアクセス料金）。だが、もし、一つないし複
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数のアクセス料金もしくは最終財価格が他の目標

を満たすために限界費用から乖離すれば、それに

応じて代替財の価格も同じ方向で乖離しなければ

ならない。ここでもし、被規制企業がアクセス財

と最終財の二財しか生産しておらず、最終財価格

が限界費用から乖離して固定されているとすると、

アクセス料金は「アクセス財の限界費用・プラ

ス・追加項」で簡単に示すことができる（補論の

等式�を参照）。追加項は、（最終財としての）財

の追加販売から得られる利潤に、独占企業の最終

財と競争事業者の最終財との代替度（補論の等式

�を参照）を乗じたものである。また、競争事業

者の最終財が既存企業のそれの完全代替財となる

特殊のケースでは、アクセス料金は、独占企業の

最終財価格からアクセス財を最終財に変換するの

に要する限界費用を差し引いたものに等しくなる。

この結果は興味深い。それは「中間財の効率的価

格設定ルール（ECPR）」を一般的に表現するこ

とになる（補論の等式�を参照）。

原理２（再）：もし下流の企業の最終財が独占企

業の最終財の代替財であれば、独占企業の最

終財価格の限界費用からの乖離は、下流企業

の最終財価格に、それゆえまた対応するアク

セス料金に同様な乖離となって反映されるに

ちがいない。もし下流企業の最終財が独占企

業の最終財の完全代替財であれば、アクセス

料金は、（アクセス）対応型の最終財価格が

独占企業の最終財価格に等しくなるように設

定されなければならない。これに応えるアク

セス料金はECPRの公式で与えられる。



用に対する正しいマークアップを与えてくれる。

アクセス料金は、ラムゼイ公式によってマーク

アップを与えられる場合、限界費用を大きく上

回ることになろう（低い価格弾力性）。この公式

は、サービス間の代替効果を、とりわけ最終財と

アクセス財との代替効果を考慮に入れている。二

つの最終財が完全代替財となる極端なケースでは、

複雑なラムゼイ公式は簡単なECPR公式に還元

される。

原理３（再）：限界費用価格では収入が不十分な

場合、アクセス料金も最終財価格もラムゼイ

公式に従い限界費用を上回るかたちで引き上

げられなければならない。

原理４が示すように、アクセス料金ないし最終

財価格で価格差別が可能な場合には、それを行う

ほうが効率的である。原理３の適用は、限界費用

に対する最終財価格およびアクセス料金の正しい

マークアップを与えてくれる。独占企業はライ

バルの一人によって供給される最終財の消費者の

身元、日付、時間、もしくは地理的な位置を確認

できる場合には、その性格に応じてさまざまなア

クセス料金を設定すべきであり、そのほうが効率

的である。とくに、競争相手の消費者により購入

される最終財の数量を測定できる場合には、アク

セス料金を２部料金で設定するほうが効率的であ

る。とはいえ、こうした価格差別は、被規制企業

が、（アクセス）対応型の最終財が誰に販売され

るかについて正確な知識を持っていることを前提

とする。だが、それは常に可能なわけではない。

アクセス次元での２部料金の使用は、下流で規

模に関する収穫逓増を生み、企業数を制限し、競

争を制限することにならないか。実際、フィン

ランドでは、既存の電気通信事業者が、ローカ

ル・ループ（市内回線網）の自由化に際して、２

19 郵政研究所月報 ２００２．３

完全代替財のケースは、アクセス料金を考える

場合、とくに重要である。独占企業により供給さ

れる中間投入財の総量が固定されている場合、ア

クセス料金を設定するために、下流の競争企業に

より生産される生産物を独占企業の生産物の完全

代替財として取り扱う必要があるからである。そ

の理由は以下の通り。

二つの生産物が完全代替財であるときには、安

い財の価格を一定に維持してその消費を増加させ

ると、必ずもう一つの財の消費を犠牲にすること

になるが、それと同じ論理がここには働くからで

ある。中間投入財の総量が固定されていれば、競

争事業者が生産する最終財の増大は、独占事業者

による最終財の減少という犠牲のうえに成立する

のである。

独占企業の収入は、多くの場合、限界費用価格

で得られる収入を超えなければならない。原理３

の適用は、最終財価格とアクセス料金の各限界費

ボックス６：アクセス料金設定とＥＣＰＲ

もう一度、ボックス１に戻ろう。代替財の効

率的な価格は、ｐ１＝ｃ１＋σ（ｐ２－ｃ２）で与
えられていた。ここで、補論の�式を見てほし

い。�式は、ｃ０が不可欠中間投入財の限界費

用であり、最終財一単位の生産に中間投入財の

一単位が必要とされるならば、効率的なアクセ

ス料金は、

ａ１＝ｃ０＋σ（ｐ２－ｃ０－ｃ２）
となることを示している。これは、

ａ１＝（１－σ）ｃ０＋σ（ｐ２－ｃ２）
と書き換えることができる。ここから、アクセ

ス料金は、両財が無関係ならば（σ＝０）、限
界費用で与えられ、完全代替財ならば（σ＝１）、
ＥＣＰＲの公式で与えられることがわかる。
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部料金の形態で大幅な数量割引を導入したが、そ

の利益を享受したのは関連会社だけであった。だ

が、アクセス料金体系が既存事業者の最終財の価

格体系を反映している場合には、二部料金の使用

は下流での競争を制限しないであろう。ここでも

し既存事業者が消費者に固定料金を課すとすれば、

それは消費者の固定アクセス料金のなかに反映さ

れることになる。下流の企業によって支払われる

総固定料金は、彼らが財を供給する消費者の数に

比例することになる。したがって、そのかぎりで

は、規模に関する収穫逓増は存在しないことにな

る。もちろん、独占企業がこうした２部料金を提

示するためには、下流企業により財を供給される

消費者の数およびその総消費量に関する知識を必

要とする。その情報の入手が容易ではないことは

先に述べた通りである。

原理４（再）：アクセス料金設定で価格差別が実

行可能な場合、価格差別を行うほうが効率的

である。独占企業が（アクセス）対応型の最

終財消費者の身元ないし販売の日付、時間、

もしくは地理的な位置を確認できるならば、

差別的なアクセス料金を設定するほうが常に

効率的である。だが、これを行うには、たと

えアクセス財は直接的には下流の企業にしか

販売されないとしても、その最終財消費者の

消費行動についての情報を必要とする。

先に述べたように、価格差別は、独占企業の財

の販売範囲を拡大する。新しい財のアクセス料金

は、すでに明らかにされた原理に従い独占企業が

固定費用を回収できるような水準で設定されるべ

きである。固定費用回収への貢献度は、価格/コ

スト・マージンに依存しているので、アクセス料

金はアクセス財の提供前後の収支（＝その提供か

ら得られる収入と発生する費用）に依存すること

になる。とくに、各種の財に対するアクセス料金

はアクセス財の提供前後における価格／コスト・

マージンの差に等しくなければならない。これ

ボックス７：最終財価格が差別される場合の

アクセス料金設定

中間投入財は独占企業の最終財の完全代替財

を生産するのに用いられ、独占企業は自らの最

終財について価格差別を行っていると想定しよ

う。ｐとｃをそれぞれ独占企業の最終財の価格

および限界費用とする。アクセス財を賦与した

とき、独占事業者は彼の最終財消費者からの収

入で固定費用をある程度回収できるかもしれな

いが、コスト負担も発生しよう。ｐ^とｃ^ をアク

セス財が賦与されたときの独占企業の最終財価

格およびその供給で生じる当該財の限界費用と

しよう。また、ａをアクセス料金としよう。す

ると、固定費用回収への貢献度が維持されるた

めには、アクセス財賦与前後の貢献額が同一で

なければならない。これは、

ａ＝（ｐ－ｃ）－（ｐ^―ｃ^）、すなわち、

ａ＝（ｐ－ｐ^）－（ｃ－ｃ^）

を意味する。この等式はＥＣＰＲの発展型と見

てよい。ここで重要なことは、この等式は独占

企業の最終財価格の差別化されるすべての部分

に適用されなければならないということである。

換言すれば、二つの異なる消費者階層に異なる

料金を課しているならば、この等式はそうした

異なる最終財価格に各々適用されなければなら

ない。

例１：ローカル・ループのアンバンドリング

（省略）

例２：通話別発信サービスのアクセス料金

（省略）



はECPRの別表現と見なすことができる（ボッ

クス７を参照）。

それでは、独占企業は価格差別を行うことがで

きるが、競争相手の最終消費者を確認できず、ア

クセス財の販売で効率的に価格差別を行えない場

合はどうであろうか。このケースでは、アクセス

財レベルでの価格差別の不可能性が、独占企業の

最終財レベルでの価格差別能力を妨害することに

なる（原理５）。最終財レベルの価格差別とアク

セス財レベルの価格差別の不一致は目標間の対立

を生む。もし経済的な効率性が維持されるべきで

あるというなら、アクセス財レベルでの価格の引

き上げか、アクセス財の販売からの完全撤去が求

められることになろう。だが、明らかに、こうし

た可能性は新規参入による競争の余地を制限する

ことになる。他面、アクセス料金がリーズナブル

な参入を許すレベルで維持されるべきであるとい

うなら、独占企業による最終財の価格差別は覆さ

れることになる。独占企業は、ここでは、たとえ

そうすることが効率的であろうと、最終財価格を

競争事業者の（アクセス）対応型の最終財の費用

以上に引き上げることはできなくなるからである。

こうしていずれのケースでも目標は達成されない

ことになる（ボックス８を参照）。

原理５（再）：最終消費者の消費行動、購入量、

取引の日付、時間ないし位置について情報を

得られず、また下流の企業の間での再販を防

ぐことができない場合には、被規制企業はア

クセス財レベルで効率的な価格差別を行うこ

とはできない。このケースでは、目標間に対

立が存在することになる。効率的な最終財価

格の差別は、アクセス料金の引き上げを要求

するが、それは下流の競争を制限する。他面、

｢リーズナブルな｣アクセス料金の設定は、効
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ボックス８：最終財価格では価格差別が可能だ

が、アクセス料金では不可能な場合

以下のケースは、この場合に生じる問題に照

明をあてている。

事例１；電気通信会社が電話サービスに月極

めの料金を課しており、二つの消費者階層のう

ち「住宅」顧客は８０㌦、「ビジネス」顧客は１２０㌦

を支払っていると想定しよう。こうした顧客の

各々に市内回線網サービスを提供するのにかか

る費用を１００㌦とする。また、両階層は同一の

数から成るものとする。ここでは電話料金は電

気通信会社が丁度収支均衡するところで選択さ

れている。

先のボックスによれば、適正なアクセス料金

は、この文脈では、住宅顧客向けは８０㌦、ビジ

ネス顧客向けは１２０㌦といった具合に差別化さ

れてしかるべきである。だが、規制当局は、市

内回線網の「コスト・ベース」（１００㌦）での

アンバンドリングを決定する可能性が高い。そ

の場合、新規参入者はビジネス顧客にターゲッ

トをおき、その月極めレンタル料金を１２０㌦以

下に引き下げよう。その結果、既存会社の住宅

顧客比率が高まり、それが既存企業に採算性の

脅威を与えることになる。価格差別が不可能な

場合、既存会社が収入を維持する唯一の方法は、

アンバンドルされた市内回線網の料金を１２０㌦ま

で上げることだが、それは競争の余地を制限す

ることになる。

事例２；ある地域では市内回線網サービスに

１２０㌦かかり、既存会社は電話サービスに２部

料金を課し、固定料金１００㌦、従量料金１㌦を

徴収すると想定しよう。また、階層Ａは２０％を

占める高利用者で、月６０通話単位を使用し、階

率的な最終財価格体系を覆すことになる。



が価格の引き下げは他の目標（配分効率など）と

の対立を生む可能性がある。そうした対立は最終

財に税金を課すことで解決できる。例えば、ある

種の最終財に税金が課されることになれば、対応

するアクセス料金も非効率な参入（収入が単独採

算コストを下回るような参入）を招かないレベル

まで修正されることになろう。この種の税金はユ

ニバーサル・サービス型の基金で実行可能である。

原理６（再）：原理５は、非効率な参入を招く、

そのようなアクセス料金をもたらすおそれが

ある。追加的な政策手段がなければ、この種

の参入規制は、他の目標との対立を引き起こ

しかねない。税金/補助金メカニズムのよう

な他の手段が利用可能であれば、対立を引き

起こすことなく、両方の目標を達成すること

ができる。

独占企業の価格規制問題は、上限価格の制約を

課したうえで、独占企業に価格選択権を認めるこ

とで、独占企業自身の問題に転形できる。この原

理はアクセス料金にも当てはまる。アクセス料金

と最終財価格の両方がプライスキャップの中に含

まれる場合（ラフォン・ティロールのいう｢グ

ローバル・プライスキャップ｣）、各財に正しい

ウェイトがかけられていれば、上限価格に従う独

占企業は、効率的なかつ厚生を最大化する価格体

系を選択するインセンティブを持つ。アクセスを

拒もうとする独占企業のインセンティブは、主に

アクセス料金規制に対する最終財価格規制の「強

度」にかかっている。もしアクセス料金の規制の

ほうが｢厳しく｣、最終財価格の規制が緩やかであ

れば、独占企業は下流で競争を制限し、より多く

のレントを稼ぐために、アクセス拒否のインセン

ティブを持つであろう。アクセス料金が緩やかで、

最終価格規制が厳しい場合には、反対のことが起
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原理６が示すように、上の原理により、ある特

定の財ないし財のグループのアクセス料金が決定

される場合、下流の企業が独占企業のバイパスを

行なったり、中間投入財の自己生産に走ったとし

ても不思議はない。だが、その産業が自然独占で

あるかぎり、他の企業の参入は高コストを生み出

しかねない。問題は、そうした非効率な参入は、

それに脅される財のアクセス料金や最終財価格を

引き下げることでしか阻止できない点にある。だ

層Ｂは８０％から成る低利用者でつき１０単位しか

使用しないと想定しよう。さらに使用サービス

の提供に要する限界費用はゼロと仮定する。こ

の料金と価格で、この既存会社は収支均衡して

いる。階層Ａからは回線当たり１６０㌦、階層Ｂ

からは回線当たり１１０㌦の収入を得るので、回

線当たりの平均収入は、２０％×１６０＋８０％×

１１０＝１２０㌦となるのである。

先のボックスによれば、適正なアクセス料金

は、この文脈では、固定料金部分１００㌦、利用

料金部分１㌦の２部料金となる。だが、規制当

局はアクセス料金で２部料金制を採用せず、そ

れを「コスト・ベース」の１２０㌦で固定すると

仮定しよう。この定額制では、階層Ａにター

ゲットにおく参入者は４０㌦（１６０－１２０）の利潤

を得、階層Ｂにターゲットをおく参入者は－１０㌦

（１１０－１２０）のマイナス利潤を得ることになる。

それゆえ当然、参入者は高利用者の獲得を狙う

ことになる。その結果、既存会社には低利用者

が増え、価格差別が再現されなければ、収支均

衡を維持する方法はやはり定額制のアクセス料

金を１６０㌦まで上げることでしかない。これは、

当然のことながら、競争を制限する。

事例３；オンライン通話時間と通話支払意思

額が階層Ａと階層Ｂで異なる場合。 （省略）



ころう。グローバル・プライスキャップの利点は、

アクセス料金と最終財価格を対称的に扱うことで、

独占企業がアクセス財レベルか最終財レベルのい

ずれか一方で販売を選好するインセンティブをな

くすことにある。

だが、価格差別が最終財レベルでは可能だが、

アクセス財レベルでは不可能な場合、独占企業は、

下流での競争を制限し、価格差別能力を維持する

ために、アクセス料金を引き上げるインセンティ

ブを有する。これはグローバル・プライスキャッ

プの下でも残る問題である。そこでは、独占企業

は、競争を弱めるというよりむしろ最終財消費者

に対する価格差別能力を維持するために、より高

いアクセス料金を好むことになろう。これを緩和

する措置として、最終財とアクセス財に別々の

キャップを設け、企業により柔軟な価格選択を

認めるという妥協案が考えられる。

最後になるが、下流部門はつねに競争的である

とは限らない。もし下流部門が不完全競争であれ

ば、その結果価格が限界費用を上回ることになろ

う。これはアクセス料金にどのような効果を及ぼ

すのか。こうしたケースにあっては、アクセス料

金はこの歪みを反映してしかるべきであり、場合

によっては限界費用以下に引き下げられるべきで

ある。

Ｃ．電気通信事業への適用

ノートは、上で定式化された原理を電気通信産

業に適用する。ノートによれば、電気通信産業で

は「不可欠中間投入財」は以下の環境で発生する。

�ユビキティ（ubiquity）供給の必要性。多く

の利用者は通常一つのネットにしか加入していな

いため、たいていのネットにとってそのネットの

持つ通話着信能力は中間投入財となる。�ローカ

ル・ループの自然独占性。市内回線網は通話発信

サービスを提供するための中間投入財となる。

�モバイル・ネットの通信範囲の確保。モバイ

ル・ネットは通信範囲を地理的にカバーする必要

性があるが、過疎エリアではわずかなモバイル・

ネットしか維持されていないため、無線基地局へ

のアクセス（ローミング）が中間投入財となる。

通話着信ネットへのアクセスが、着信サービス

を提供する会社が同時に発信サービスを提供して

いるため、双方向のアクセス形態をとるのに対し、

通話発信ネットへのアクセスはつねに一方向のア

クセス形態をとる。

電気通信事業におけるアクセス料金を考える場

合、（ア）すべてのOECD加盟国が電気通信産業を

自ら収支均衡を図るべき産業と見なしていること、

（イ）価格の水準ないし体系が、政治的な目的のた

め、さまざまな方法で制約されていること（例え

ば、価格の地理的な均一性、リバランシングの制

約、市内通話の定額制など）、（ウ）最終財価格の価

格差別が顕著であること（例えば、ビジネス向

け／家庭向け、ピーク／オフピーク、固定料金／

従量料金、固定／モバイルなど）、（エ）二点間の

ネット使用の限界費用はそのルートないし二点

間の他のさまざまなルートの混雑度に依存してい

ることなどに留意する必要がある。混雑がなけれ

ば通信の限界費用はゼロに近いが、混雑があると

限界費用は上昇し、その水準は混雑の源泉と混雑

緩和のコストに依存することになる。一定の利用

者集団をネットに追加するのに要するコストは彼

らに物理的な接続を提供するのに要するコストに

依存しており、そこに密度の経済性が働く。ネッ

トの内部で追加利用者をネットに接続するコスト

は遠方の追加利用者をネットに接続するコストよ

りも安いのである。

上述したように、電気通信事業における一方向

の主要なアクセス形態は発信を目的とした市内回

線網のリースである。それは、「市内回線網の

アンバンドリング」として知られる一定期間の
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リースであるか、通話別（例えば、長距離サービ

ス向けの発信など）のリースである。通話別リー

スには、国際通話、インターネット接続事業者

（ ISP）への通話発信サービスなどがある。また、

一方向アクセスのもう一つの形態にモバイル分野

のローミングがある。ここではボトルネックの中

間投入財は遠隔地の無線通話発信サービスである。

まず、一定期間のリースから検討しよう。先の分

析は、効率的なアクセス料金は政策手段と設定さ

れる制約に依存することを明らかにしている。こ

れに関連する要因を挙げれば、（ア）電気通信サー

ビスの小売価格は非常に洗練されたかたちで差別

化されているが、差別化されていない側面（小売

価格の地理的な均一性）もあること、（イ）小売価

格は固定費用ないし公共サービス義務の費用をカ

バーするために限界費用を上回っていること、

（ウ）市内回線網サービスへの参入は人口密度が高

いエリアで起こり得ることなど、を指摘できる。

さらに重要な要因は、下流の企業が既存企業の

現行サービスの代替財、補完財、あるいは独立財

を提供するのに、アンバンドルされた市内回線網

を利用するかどうかである。この三つはすべて、

起こりうる事柄である。例えば、下流の企業は既

存事業者の電話サービスと競合しない新しい財を

提供するために市内回線網を賃借するかもしれな

い。また、その新しい財が補完財となり既存事業

者の電話サービスへの需要を高めることもありう

る。

前者のケースでは、上述したように、新しい財

のアクセス料金は限界費用をベースに、それに

マークアップをつけるかたちで設定されるべき

であろう。マークアップは、その財の需要弾力性

を基礎に、新規事業者を固定費用の回収に貢献さ

せるために設けられるものである。もし、このア

クセス料金が単独採算での参入を誘うほど高けれ

ば、他の政策手段（その最終財への課税など）を

導入する必要がある。これに対して、後者の補完

財となるケースはあまり起こりそうにない。

何といってももっとも起こりそうなケースは代

替財となるケースである。加入者にサービスを提

供する市内回線網が一つしかなく、加入者の総数

が固定されている場合、下流の企業に市内回線網

サービスが販売されれば、その分既存事業者が自

らの最終財を供給するために使用する市内回線網

サービスは減少することになる。したがって、市

内回線網がどのように使用されようと、それを用

いた新たな財は代替財となるように思える。この

ケースでは、アクセス料金は既存事業者の小売料

金に基礎づけられるべきである。とくに完全代替

財となる場合には、既存事業者の小売価格に直接

アクセス料金の基礎が置かれなければならない

（簡素なECPR方式）。すなわち、アクセス料金

は既存事業者が市内回線網サービスを提供するの

に要する限界費用・プラス・既存事業者が市内回

線網の利用で稼ぐ固定費用回収の貢献額、に等し

く設定されるべきである（補論の等式�を参照）。

そしてここでは、小売価格に現存するいかなる

価格差別も、アンバンドルされた市内回線網のア

クセス料金に反映されるべきである。すなわち、

（ア）小売価格が２部料金の形態をとる場合には、

アクセス料金もまた２部料金をとるべきである。

例えば、小売料金が月極め料金と従量料金から

成っているならば、市内回線網のアクセス料金

も両方を持つべきである。（イ）小売価格が顧客別

に差別されているならば、アクセス料金もまた顧

客別に差別されるべきである。例えば、ビジネス

顧客が住宅顧客よりも高い月極め料金を支払って

いる場合には、アクセス料金にもこのことが反映

されなければならない。

小売料金が２部料金の選択メニューである場合、

すなわち最終消費者が選択できる通話プランが多

様である場合には、どうであろうか。この場合に

郵政研究所月報 ２００２．３ 24



25 郵政研究所月報 ２００２．３

図２　通話計画メニューがあるときのアクセス料金設定

最終財価格と�
アクセス料金�

「低利用者向け」スキーム（通話当たり６ドル）　　　　　　�

「高利用者向け」スキーム�
（固定料金100ドル＋通話当たり1ドル）�

アンバンドルされたローカル・ループのアクセス料金は�
各従量レベルで最も安価な通話計画メニューに一致する。�

数量�

は、アンバンドルされた市内回線網の最適アクセ

ス料金は、さまざまな従量レベルでもっとも安価

となる小売通話プランに依存する料金となる。例

えば、既存事業者が二つの通話プラン（高従量料

金と低レンタル料金からなる低利用者向け通話プ

ラン、逆の高利用者向け通話プラン）を提示す

る場合には、アクセス料金も低い従量レベルに対

しては低利用者向け通話プランをベースに、逆の

場合には高利用者向け通話プランをベースに決定

されるべきである。

いま、低利用者向け通話プランには月極め料金

がなく、通話あたり６�、これに対して高利用者

向け通話プランは月ぎめ料金１００�、通話あたり

１�の２部料金メニューが提示されると想定しよ

う。すると、月に２０通話未満の使用者は低利用者

向けスキームを好み、そうでない使用者は高利用

者向けスキームを好むことになる。こうしたサー

ビスの提供コストをゼロと仮定すれば、アクセス

料金は単純に最初の２０通話に対しては６�、それ

を超えたら１�に設定されるべきである。これは、

図２に示されている。

アクセス料金は、市内回線網サービスの単独採

算ベースでの提供が実行可能となるような、いわ

ば非効率な参入を誘導する程高いものであっては

ならない。価格は地理的に均一という仮定が与え

られれば、人口密集エリアでの市内回線網サービ

スのアクセス料金は、単独採算費用を上回ること

もありうる。もし禁止措置では参入を防げないこ

とになれば、他の政策手段が欠かせなくなる。上

述したように、そうした参入者には、共通基金へ

の納付（税金ないし貢献額）が求められるべきで

ある。

通話別のアクセス料金設定にも上の原理は当て

はまる。長距離事業者によって通話発信サービス

に対して支払われるアクセス料金や ISPによって

彼らのモデム・プールへの通話発信サービスに対

して支払われるアクセス料金は、そのサービスが

既存事業者のサービスの代替財であるかぎり、既

存事業者の小売価格をベースに設定されなければ

ならず、そこでの価格差別を反映するものでなけ

ればならない。とくに、低い月極め料金と高い従

量料金を特徴とする「低利用者向け」料金スキー

ムが存在する場合、この料金スキームを維持する

ために、そこから高い通話発信料金を徴収するの

は意味があることである。そうした差別が許され

なければ、低利用者向け料金スキームを維持する

唯一の方法は、ライバル事業者が低利用者の獲得

をめぐり競争することがないよう、彼らに中間投

入財を入手させないことである。

同様の分析は、ローミングの問題にも適用でき
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Ｄ．アクセス料金規制の実際

一方向アクセスの三つのタイプ（市内回線網の

アンバンドリング、長距離サービスへの通話発信

サービス、インターネット接続サービスへの通話

発信サービス）に関して、実際の規制を簡単に紹

介する。まず、多くの国が、アンバンドリングに

関わるアクセス料金設定では、�「小売価格マイ

ナス」アプローチ（アクセス料金は、既存事業者

の小売価格・マイナス・固定割引率で設定され

る）か、�「コスト・ベース」のアプローチ（ア

クセス料金は市内回線網のコストに基づき設定さ

れる）のいずれかを選択している。前者において

は、既存事業者は価格体系を正しく維持し、固定

費用ないし公共サービス義務の費用を回収するの

に必要なマークアップを維持することができる。

しかし、価格がコストを反映していないと、この

アプローチはとくに低コスト・エリアで非効率な

参入を促進しかねない。他方、後者においては非

効率な参入は正しく制限されるが、価格体系が覆

される危険がある。

加えて、いずれのアプローチにも弱点がある。

例えば、いずれもアンバンドルされた市内回線網

に単一価格を設定しており、既存事業者の小売レ

ボックス９：ローミングのアクセス料金

既存のモバイル・ネットが１０００人の顧客を有

し、代表的な顧客は、１年で、人口密集エリア

で５０通話、過疎エリアで１０通話をすると想定し

よう。通話の限界費用はゼロであり、固定費用

は人口密集エリアでは顧客当たり年間１３０㌦、

過疎エリアでは定額で５００００㌦であると仮定す

る。この費用構造の差は、人口密集エリアを潜

在的に競争的な市場とし、過疎エリアを自然独

占にとどめておくのに欠かせない前提である。

既存モバイル事業者は、加入者料金を課さず、

通話当たり３㌦の利用料金を課すと仮定しよう。

この料金で既存ネットは収支均衡するはずであ

る。１０００×（６０×３－１３０）－５００００＝０。参入

事業者は人口密集エリアに参入し、過疎エリア

ではローミングを求めることになろう。そのと

き、アクセス料金はいくら支払われるべきなの

であろうか。

もし参入者のネットが代替財でなければ、ア

クセスは限界価格が限界費用と等しくなるとこ

ろで与えられるべきである（この場合は、仮定

によりゼロ）。だが、代替財ならば、アクセス

の賦与は５０㌦（６０×３－１３０）の損失に関わる。

この損失は遠隔地における通話当たり５㌦

（５０÷１０）の線形料金ないし顧客当たり５０㌦

（５００００÷１０００）の固定料金を通してアクセス料

る。ライバル事業者のモバイル・サービスがアク

セス提供者のモバイル・サービスの代替財となる

場合、遠隔地域でのローミング・サービスの販売

はアクセス提供者の全エリアにおけるネットワー

ク需要に影響を与える可能性がある。その場合、

アクセス料金は人口密集エリアでのビジネス・ロ

スから生じる利潤損失を反映すべきである（ボッ

クス９を参照）。

金に反映されるべきである。

アクセス料金は、このケースでは、まちがい

なく既存事業者の小売価格を上回っている。ア

クセス料金が３㌦に設定されれば、遠隔地のア

クセスを賦与することで、既存事業者は１８０㌦に

代わり３０㌦（１０×３）の収入を得、固定費用の１３０

㌦を節約するが、固定費用回収への貢献額は顧

客当たり２０㌦（１６０－１８０）の損失を出す。した

がって、このアクセス料金では収支均衡を確保

できないのである。
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ベルにおける価格差別を反映していない。欧州委

員会は、アンバンドリングに対してコスト・ベー

スのアクセス料金設定を提唱している。委員長の

マリオ・モンティは、「我々の措置は、すべての

電話利用者に小売加入料金の上昇を引き起こすか

もしれない。」とし、それが価格体系を覆すこと

を承知している。

インターネット接続サービスの通話発信サービ

スに関しては、ISPに非従量的な「定額」制の

インターネット・サービス向け料金オプション

を提示する動きがあるものの、たいていの国が単

純な線形アクセス料金を選択している。これは

フィンランドで ISPに競争上の苦情を惹き起こし

た。そこでは、既存事業者は非従量のインター

ネット接続サービスを固定料金１２５ＦＩＭ／月で

提供しているが、ライバル事業者は分当たり０．０３

ＦＩＭ／分の通話発信料金を支払うよう既存事業

者から要求されている。平均の顧客は一日３時間

の接続を行うので、発信料金の月払いは１６２ＦＩ

Ｍ／月となってしまい、競争ができないという

のである。フィンランドの競争当局は現在イン

ターネット接続料金を調査中である。

長距離向けの発信サービスのアクセス料金設定

に関しては、たいていの国が分当たりの均一料金

を課している。こうした均一料金は欧州のさまざ

まな指令や法律に具体化されている標準的な非差

別ルールに対応する措置といってよい。だが、

既存事業者の低・高利用者向け料金スキームを

選択している利用者にアクセスするとき、参入者

は差別化されたアクセス料金を支払わなくてよい

のか。この問題について、英国とフランスの規制

当局は、参入者が低利用者向け料金スキームの選

択者に対してアクセスするとき、既存事業者にそ

の排除を認めている。これに対して参入者は一大

消費者集団の獲得競争から締め出されたと苦情を

述べているが、この差別は、ラフォンとティロ

ールのいうように、基本的には正しい。

長距離向けの通話発信サービスの線形料金も、

長距離通話の小売料金が２部料金である場合には、

問題を生み出す。いくつかの国は、既存事業者の

長距離料金に上限価格を設けている。したがって、

ライバル事業者は分当たりのアクセス料金の支払

いを強制されると、採算を度外視しないかぎり、

一大消費者層の獲得をめぐり競争ができないかも

しれない（ボックス７の例２）。アクセス料金が

最終財価格を映し出すよう構造化されないかぎり、

こうした競争上の苦情はさらに増えることになる

であろう。

ほとんどすべてのOECD諸国は、アクセス料

金を直接規制している。ただし、米国（ある種の

アクセス料金）と英国は例外をなす。英国では、

重要なアクセス料金は三つのバスケット－①通話

着信サービス、②一般的なネットワーク・サービ

ス（通話発信、市内タンデム搬送、単一トラン

ジット）、および③接続サービス（相互接続回

線）－の中に入れられている。各アクセス・サー

ビスの料金はこのバスケットに設けられた

「RPI－８％」の上限価格に従い、変更されるこ

とになる。加えて、他のある種のサービス（タン

デム間の搬送・トランジット、国際直通ダイアル

搬送、国際専用回線、電話番号案内）は

「RPI－０%」の上限価格を課されている。ＢＴ

にこうした価格変更の裁量を認めることは個々の

価格を固定するよりましではあるが、理論的には

いまだ検討の余地がある。
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補論：ここで、本テキストの重要な諸結果のいくつかを証明する。まず、２財を生産する独占企業が存

在し、その価格と限界費用がそれぞれｐ１、ｐ２、ｃ１、ｃ２であると想定しよう。また２財の価格がｐ１、

ｐ２であるとき、それぞれの需要曲線はｑ１（ｐ１、ｐ２）、ｑ２（ｐ１、ｐ２）で表現されるものとする。消

費者余剰はＶで定義され、ここでは ＝－ｑi（ｐ１、ｐ２）と仮定する。

財の生産に要する限界費用はｃ１、ｃ２なので、財ｉの生産で得る利潤は、πi（ｐ１、ｐ２）＝

（ｐi－ｃi）ｑi（ｐ１、ｐ２）となる。社会厚生関数は、消費者余剰と生産者余剰（利潤関数で表現され

る）との和であり、Ｗ（ｐ１、ｐ２）で表現されるものとする。ｐ＊を，社会厚生を最大化する価格と

しよう。すると、一階の条件から、

＝ ＝０

⇔（ｐ１＊－ｃ１） ＋（ｐ２＊－ｃ２） ＝０　　　�

となり（Ｖの一階微分で導出される－ｑiとπの一階微分で導出されるｑiが相殺されてしまう点に注

意ー筆者）、これは、ｐ１＊＝ｃ１かつｐ２＊＝ｃ２のときに条件を満たす。いわば、社会厚生はすべての価

格を限界費用に等しく選択することで、最大化されるのである。

いま、第２財の価格が、限界費用とは異なるレベルで固定されると想定しよう。すなわち、

ｐ２＝ｐ
－≠ｃ２であると仮定する。このとき厚生を最大にする第１財の価格とはどのような価格であろ

うか。上の一階の条件から、この価格は、

（ｐ１＊－ｃ１） ＋（ｐ２＊－ｃ２） ＝０

を満たさなければならない。書き換えれば、

ｐ１＊＝ｃ１＋σ（ｐ－－ｃ２）、ただし、σ＝－ ／ �

となる。σは、第１財の価格変化が当該財の需要変化に対してどの程度第２財の需要を変化させるか、

それを反映する比率であり、二つの財が独立ならば、σ＝０となり、第１財の価格は限界費用で設定

されるべきことになる。これに対し、完全代替関係にあれば、σ＝１となる。

ついで、第１財は中間投入財であり、下流の競争事業者および独占企業の関連会社に販売されると

想定しよう。アクセス財の生産コスト（＝限界費用）をｃ０とし、下流の競争事業者と独占関連会社

がアクセス財を最終財に変換するのにかかる限界費用をそれぞれｃＭおよびｃＣとしよう。また、アク

セス財の価格をａ１とし、下流の産業での最終財の価格をそれぞれｐＭ、ｐＣとする。下流の産業は競

争的なので、最終財の価格は限界費用に等しい。すなわち、ｐＣ＝ｃＣ＋ａ１となる。ここで上の結果

を用いれば、独占企業の最終財価格は限界費用から乖離したところで固定されることになるため

（ｐＭ＝ｐ
－≠ｃＭ＋ｃ２）、

ａ１＝ｐＣ－ｃＣ＝［（ｃ０＋ｃＣ）＋σ｛ｐ－－（ｃ０＋ｃＭ）｝］－ｃＣ
したがって、

∂ｑ１
∂ｐ１

∂ｑ２
∂ｐ１

∂ｑ２
∂ｐ１

∂ｑ１
∂ｐ１

∂ｑ２
∂ｐi

∂ｑ１
∂ｐi

∂（Ｖ＋π）
∂ｐi

∂Ｗ（ｐ１＊、ｐ２＊）
∂ｐi

∂Ｖ
∂ｐi
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ａ１＝ｃ０＋σ（ｐ－ －ｃ０－ｃＭ）、ただし、σ＝－ ／ �

となる。効率的なアクセス料金は、アクセス財の限界費用・プラス・最終財の代替度を反映した追加

項に等しくなる。これは、一般化されたＥＣＰＲの叙述方法といえよう。また、ここでは、完全代替

財となる特殊なケースで（σ＝１）、
ａ１＝ｐ

－ －ｃＭ �

という特殊な結果を得る。アクセス料金は、「独占企業の最終財価格－独占企業の最終財変換に用す

る限界費用」となるのであって、これはシンプルなＥＣＰＲといえよう。

さて、いま、利用可能な中間投入財の総量は、アクセス容量の限界もあり、固定されていると想定

しよう。言いかえれば、ｑＭ（ｐＣ、ｐＭ ）＋ｑＣ（ｐＣ、ｐＭ ）＝ｑ
－ 、ただしｑ－ は一定、という事態を

想定する。このケースでは、 ＋ ＝０となり、それゆえσ＝１が成立する。すなわち、

たとえ競争事業者の最終財が独占企業の最終財の完全代替財でなくても、中間投入財の総量が固定さ

れている場合には、公式ａ１＝ｐ
－ －ｃＭ は正しいアクセス料金を与えてくれるのである。

最初の問題に戻ろう。限界費用価格設定は、固定費用の存在のため、実行不可能であると想定しよ

う。ここで、最低限、独占企業は収支均衡を確保しなければならないとすると、効率的な価格セット

を発見する問題は、いわゆる制約つきの厚生最大化問題に還元される。ラグランジュ乗数を用いてこ

れを解くと、

Ｌ＝Ｗ（ｐ１、ｐ２ ）－λп（ｐ１、ｐ２）から、

＝０⇔（１－λ）｛（ｐ１－ｃ１）ｑ１i＋（ｐ２－ｃ２）ｑ２i｝＝λｑi、

ただし、ここでは、

ｑＪi＝ である。これを書換えると、周知の公式、

＝ を得る。

ただし、

ｋ＝ 、η１＝ である。η２に関しても、同様に算出できる。
ｐ１（ｑ１１ｑ２２－ｑ１２ｑ２１ ）
（ｑ1ｑ２２－ｑ２ｑ２１）

λ
１－λ

ｋ
ηi

ｐi－ｃi

ｐi

∂ｑｊ
∂ｐi

∂Ｌ
∂ｐi

∂ｑＣ
∂ｐＣ

∂ｑＭ
∂ｐＣ

∂ｑＣ
∂ｐＣ

∂ｑＭ
∂ｐＣ
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